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2１．概要
• 本資料は「実⽤発電⽤原⼦炉の設置，運転等に関する規則」第82条第1項に

基づき実施した⾼経年化技術評価のうち，電気・計装設備の絶縁特性低下の
評価結果について説明するものである。

• 絶縁特性低下は，通電部位と⼤地間，あるいは通電部位と他の通電部位間
の電気的独⽴性（絶縁性）を確保するため介在させている有機物が，環境的
（熱・放射線等），電気的および機械的な要因で劣化し，電気抵抗が低下
し，絶縁性を確保できなくなる事象である。

• 絶縁特性が低下した場合，電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性
があるため，電気・計装設備の絶縁特性低下について評価を実施した。

変更あり



3２．基本⽅針
• 評価対象機器において絶縁特性低下の発⽣の可能性について評価し，その可

能性が将来にわたって否定できない場合は，その発⽣または進展に係る健全性
評価を⾏い， 「実⽤発電⽤原⼦炉施設における⾼経年化対策審査ガイド」お
よび「実⽤発電⽤原⼦炉施設における⾼経年化対策実施ガイド」に定める要求
事項に適合することを確認する。

• 電気・計装設備の絶縁特性低下についての要求事項を以下に⽰す。
ガイド 要求事項

実⽤発電⽤原⼦炉施
設における⾼経年化対
策審査ガイド

（1）⾼経年化技術評価の審査
⑫健全性の評価

実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了⽇までの期間について、⾼経年化対
策上着⽬すべき経年劣化事象の発⽣⼜は進展に係る健全性を評価している
ことを審査する。

⑬現状保全の評価
健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査す
る。

⑭追加保全策の抽出
現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が
抽出されていることを審査する。

（2）⻑期施設管理⽅針の審査
①⻑期施設管理⽅針の策定

すべての追加保全策について⻑期施設管理⽅針として策定されているかを審
査する。

変更あり



4

ガイド 要求事項

実⽤発電⽤原⼦炉施
設における⾼経年化対
策実施ガイド

3.1 ⾼経年化技術評価の実施及び⾒直し
⑤抽出された⾼経年化対策上着⽬すべき経年劣化事象について、以下に規

定する期間の満了⽇までの期間について機器・構造物の健全性評価を⾏
うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保
全策」という。）を抽出すること。

イ 実⽤炉規則第82条第1項の規定に基づく⾼経年化技術評価プラン
ト運転を開始した⽇から60年間

3.2 ⻑期施設管理⽅針の策定及び変更
⻑期施設管理⽅針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。
①⾼経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電⽤原⼦炉の

運転を断続的に⾏うことを前提として抽出されたもの及び冷温停⽌状態が
維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電⽤原
⼦炉ごとに、施設管理の項⽬及び当該項⽬ごとの実施時期を規定した⻑
期施設管理⽅針を策定すること。
なお、⾼経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電⽤
原⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提とした評価から抽出されたものと
冷温停⽌状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたものの間
で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものに
ついては、双⽅の追加保全策を踏まえた保守的な⻑期施設管理⽅針を策
定すること。

２．基本⽅針 変更あり



5３．評価対象と評価⼿法-評価対象機器の選定

（1）評価対象
○ 絶縁特性低下に対する評価は，絶縁特性低下の可能性のある電気・計装設

備に対して⾏う。
○ 電気・計装設備の絶縁特性低下の可能性のある機器を抽出する。

抽出した機器を「表１ 電気・計装設備絶縁特性低下評価対象機器」に⽰す。
○ 絶縁特性低下の可能性のある機器の中から，環境条件が著しく悪化する環境

において機能要求のある機器を抽出する。
○ 環境条件が著しく悪化する環境において機能要求がある機器の中から，電気・

計装設備の動作に共通して必要となる電⼒・信号伝達機能を有した「低圧ケー
ブル（難燃エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシースケーブル）」
（以下，「難燃PNケーブル」という。）および「電気ペネトレーション（モジュール
型核計装⽤電気ペネトレーション）」 （以下，「核計装⽤電気ペネトレーショ
ン」という。）を代表機器に選定する。

変更あり



6３．評価対象と評価⼿法-評価対象機器の選定

表１ 電気・計装設備絶縁特性低下評価対象機器（1/4）

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位
環境条件が著しく悪化する環境において機

能要求のある機器

設計基準事故時 重⼤事故等時

ﾎﾟﾝﾌﾟ 往復ﾎﾟﾝﾌﾟ 固定⼦ｺｲﾙおよび⼝出線・接
続部品

ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ
⾼圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 固定⼦ｺｲﾙおよび⼝出線・接

続部品 ○ ○

低圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀ 固定⼦ｺｲﾙおよび⼝出線・接
続部品

容器 電気ﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝ ｼｰﾙ材，電線，同軸ｹｰﾌﾞﾙ ○ ○

弁 電動弁⽤駆動部
固定⼦ｺｲﾙ，回転⼦ｺｲﾙ，
ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲﾙおよび⼝出線・
接続部品

○ ○

ｹｰﾌﾞﾙ

⾼圧ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○

低圧ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 絶縁体 ○ ○

ｹｰﾌﾞﾙ接続部 絶縁物 ○ ○

変更あり



7

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位
環境条件が著しく悪化する環境に

おいて機能要求のある機器

設計基準事故時 重⼤事故等時

ﾀｰﾋﾞﾝ設備
ﾀｰﾋﾞﾝ制御装置 固定⼦ｺｲﾙおよび⼝出線・接続部

品

⾮常⽤系ﾀｰﾋﾞﾝ設備 回転⼦ｺｲﾙ，固定⼦ｺｲﾙおよび⼝
出線・接続部品

計測制御設備 計測装置 温度検出器，固定⼦ｺｲﾙ，⼝出
線・接続部品 ○

空調設備

ﾌｧﾝ 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続部品

空調機 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続部品

冷凍機 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続部品

ﾀﾞﾝﾊﾟおよび弁 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続部品

３．評価対象と評価⼿法-評価対象機器の選定

表１ 電気・計装設備絶縁特性低下評価対象機器（2/4）

変更あり



8３．評価対象と評価⼿法-評価対象機器の選定

表１ 電気・計装設備絶縁特性低下評価対象機器（3/4）

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位
環境条件が著しく悪化する環境に

おいて機能要求のある機器

設計基準事故時 重⼤事故等時

機械設備

⾮常⽤ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付属設
備

固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続
部品

可燃性ｶﾞｽ濃度制御系設備 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続
部品

燃料取替機 固定⼦ｺｲﾙ，ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲ
ﾙ，⼝出線・接続部品

原⼦炉建物天井ｸﾚｰﾝ
固定⼦ｺｲﾙ，ﾌﾞﾚｰｷ電磁ｺｲ
ﾙ，⼝出線・接続部品，
ｺｲﾙ(変圧器)

計装⽤圧縮空気系設備 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続
部品

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ機関付属設備 固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続
部品

原⼦炉建物燃料取替階ﾌﾞﾛｰ
ｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ閉⽌装置

固定⼦ｺｲﾙ，⼝出線・接続
部品

○

変更あり



9３．評価対象と評価⼿法-評価対象機器の選定

表１ 電気・計装設備絶縁特性低下評価対象機器（4/4）

機器・設備 評価対象機器 評価対象部位
環境条件が著しく悪化する環境に

おいて機能要求のある機器

設計基準事故時 重⼤事故等時

電源設備

⾼圧閉鎖配電盤 ⽀持碍⼦他

動⼒⽤変圧器 ｺｲﾙ他

低圧閉鎖配電盤 絶縁⽀持板他

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ ｺｲﾙ(変圧器)，限流ﾘｱｸﾄﾙおよ
び絶縁⽀持板

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設備 固定⼦ｺｲﾙ他

ﾊﾞｲﾀﾙ電源⽤CVCF ｺｲﾙ(変圧器)，貫通形計器⽤
変流器

直流電源設備 ｺｲﾙ(変圧器)，計器⽤変圧器

計装⽤変圧器 ｺｲﾙ，ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｻ，⽀持碍⼦

計装⽤分電盤および配電
盤

⽀持碍⼦，ｺｲﾙ（変圧器），
計器⽤変圧器

変更あり



10３．評価対象と評価⼿法-評価⼿法

（2）評価⼿法
評価にあたっては，IEEE Std.323（1974），IEEE Std.317（1976），

IEEE Std.383（1974），「電気学会技術報告Ⅱ部第139号『原⼦⼒発電
所⽤電線・ケーブルの環境試験⽅法ならびに耐延焼性試験⽅法に関する推奨
案』」（以下，「電気学会推奨案」という。）および「原⼦⼒発電所のケーブル経
年劣化評価ガイド(JNES-RE-2013-2049)」(以下，「ACAガイド」という。)等
をもとに実施した⻑期健全性試験の結果および各機器の点検実績等から健全性
について評価する。

電気学会推奨案による健全性評価 ACAガイドによる健全性評価

概要
IEEE Std.323（1974）およびIEEE 

Std.383（1974） の規格を根幹にした，電
気学会推奨案に基づき評価を⾏う。

平成26年2⽉に原⼦⼒安全基盤機構により
取りまとめられたACAガイドに基づき評価を⾏う。

評価事故事象 設計基準事故時 設計基準事故時

表２ 難燃PNケーブルの評価について

IEEEによる健全性評価

概要 IEEE Std.323（1974）およびIEEE Std.317（1976）の規格をもとに健全性評価を
⾏う。

評価事故事象 設計基準事故時，重⼤事故等時

表３ 核計装⽤電気ペネトレーションの評価及び確認について

変更あり



11４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

（1）難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価
①使⽤材料，使⽤条件

No. 部 位 材 料
① 導体 錫ﾒｯｷ軟銅より線
② 絶縁体 難燃ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ
③ 介在物 難燃ｺﾞﾑ，ｼﾞｭｰﾄ
④ 押さえﾃｰﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ
⑤ ｼｰｽ 特殊ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ

難燃PNケーブルの構造図

難燃PNケーブル主要部位の使⽤材料

通常運転時 設計基準事故時
設置場所 原⼦炉格納容器内
周囲温度 63℃※（最⾼） 171℃（最⾼）

放射線 1.6×10-1Gy/h※

（最⼤）
2.7×105Gy

（最⼤積算値）
最⾼圧⼒ 14 kPa 0.427MPa

難燃PNケーブル主要部位の使⽤条件

※︓難燃PNケーブルが布設されている原⼦炉格納容器内の実測値。



12４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

②電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時）（1/2）
a. 試験⼿順

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃PNケーブルの電気学会
推奨案に基づく試験⼿順を以下に⽰す。

判定 （屈曲浸⽔耐電圧試験）

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱
劣化）

放射線照射
（通常運転期間相当および設

計基準事故時相当の放射線
照射）

事故時雰囲気曝露 （放射線を除く設計基準事故
時雰囲気曝露）

供試ケーブル（新品ケーブル）

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価⼿順



13４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

②電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時）（2/2）
b. 試験条件

試験条件は，60年間の通常運転期間および設計基準事故時を想定した
条件を包絡している。試験条件および試験結果を以下に⽰す。

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価試験条件

試験条件 通常運転時および設計基準事故時の環境条件

通常運転
相当

温度 121℃×459時間 63℃

放射線
（積算線量） ― 8.4×104 Gy

設計基準
事故時雰
囲気相当

温度 171℃（最⾼温度） 171℃（最⾼温度）

放射線
（積算線量） 1.0×106 Gy（通常時＋事故時） 2.7×105 Gy（事故時）

圧⼒ 0.428MPa（最⾼圧⼒） 0.427MPa（最⾼圧⼒）

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価試験結果

対象ケーブル 項⽬ 判定

難燃PNケーブル 屈曲浸⽔耐電圧試験 良

変更あり



14４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

③ACAガイドによる健全性評価（設計基準事故時）（1/2）
a. 試験⼿順

設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃PNケーブルのACAガイド
に基づく試験⼿順を以下に⽰す。

判定 （耐電圧試験）

熱と放射線による加速同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放
射線の加速劣化）

放射線照射 （設計基準事故時相当の放射
線照射）

事故時雰囲気曝露 （放射線を除く設計基準事故
時雰囲気曝露）

供試ケーブル（新品ケーブル）

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価⼿順



15４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

③ACAガイドによる健全性評価（設計基準事故時）（2/2）
b. 試験条件，試験結果

試験条件は， 37年間の通常運転期間（ACA研究報告書をもとに時間
依存データの重ね合わせ⼿法を⽤いて評価）および設計基準事故時を想定
した条件を包絡している。試験条件および試験結果を以下に⽰す。

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価試験条件
試験条件 通常運転時および設計基準事故時の環境条件

通常運転
相当 温度・放射線 100℃－94.7Gy/h－6，990時間

（集積線量︓661kGy）
温度︓63℃

放射線︓0.152Gy/h

設計基準
事故時雰
囲気相当

温度 171℃（最⾼温度） 171 ℃（最⾼温度）

放射線
（積算線量） 5.0×105 Gy 2.7×105 Gy

圧⼒ 0.427MPa（最⾼圧⼒） 0.427MPa（最⾼圧⼒）

難燃PNケーブルの⻑期健全性評価試験結果
対象ケーブル 項⽬ 判定

難燃PNケーブル 耐電圧試験 良

変更あり



16４．代表機器の技術評価-難燃PNケーブルの絶縁特性低下の評価

④健全性評価結果
電気学会推奨案およびACAガイドに基づく⻑期安全性試験の結果から評

価した。評価結果は以下のとおり。

難燃PNケーブルの健全性評価結果

評価⼿法 設置場所 評価期間

電気学会推奨案 原⼦炉格納容器内 60年以上

ACAガイド 原⼦炉格納容器内 37年



17４．代表機器の技術評価-核計装⽤電気ペネトレーションの絶縁特性低下の評価

（2）核計装⽤電気ペネトレーションの絶縁特性低下の評価
①使⽤材料，使⽤条件

No. 部 位 材 料

① 同軸ｹｰﾌﾞﾙ／電線 銅，絶縁物（難燃架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ）
② 気密同軸導体／導体 銅
③ 接続⼦ 銅，銅合⾦，ｸﾛﾒﾙ，ｺﾝｽﾀﾝﾀﾝ，ｱﾙﾒﾙ
④ ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂
⑤ ｽﾘｰﾌﾞ 炭素鋼（STS42）
⑥ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 炭素鋼（STS42）
⑦ ﾍｯﾀﾞ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）
⑧ ﾓｼﾞｭｰﾙﾎﾞﾃﾞｨ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304TP）
⑨ Oﾘﾝｸﾞ ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ
⑩ 取付ﾎﾞﾙﾄ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304）

核計装⽤電気ペネトレーションの構造図
核計装⽤電気ペネトレーション主要部位の使⽤材料

通常運転時 設計基準事故時 重⼤事故等時

設置場所 原⼦炉格納容器内（電気ペネトレーション付近）

周囲温度 50 ℃（最⾼）※1 171 ℃（最⾼）

放 射 線 3.3×10-2 Gy/h※1 1.9×104 Gy
（最⼤積算値）

最⾼圧⼒ 0.014 MPa 0.427MPa 0.427MPa※2

※1︓原⼦炉格納容器内で核計装⽤電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値。

核計装⽤電気ペネトレーションの使⽤条件

※2︓重⼤事故等時における原⼦炉格納容器内のモジュール型核計装⽤電気ペネトレーションの
動作要求期間が重⼤事故等時初期のみであることを考慮した環境条件設計値

変更あり



18４．代表機器の技術評価-核計装⽤電気ペネトレーションの絶縁特性低下の評価

②核計装⽤電気ペネトレーションの健全性評価（設計基準事故時，重⼤事故等時）（1/2）

核計装⽤電気ペネトレーションのIEEEに基づく試験⼿順を以下に⽰す。

核計装⽤電気ペネトレーションの⻑期健全性評価⼿順

供試体（新品ペネトレーション）

放射線照射 （通常運転期間相当の放射線照射）

熱サイクル試験 （起動停⽌回数相当の熱サイクル）

事故時雰囲気曝露 （放射線を除く事故時雰囲気曝露）

判定 （耐電圧試験）

加速熱劣化1 （通常運転期間相当の加速熱劣化）

加速熱劣化2 （通常運転期間相当の加速熱劣化）

放射線照射 （事故時相当の放射線照射）

a. 試験⼿順

変更あり



19４．代表機器の技術評価-核計装⽤電気ペネトレーションの絶縁特性低下の評価
②核計装⽤電気ペネトレーションの健全性評価（設計基準事故時，重⼤事故等時）（2/2）

試験条件は，60年間の通常運転期間および事故時条件を想定した条件を包絡
している。試験条件および試験結果を以下に⽰す。

核計装⽤電気ペネトレーションの⻑期健全性試験条件
試験項⽬ 試験条件 60年間の通常運転および事故時条件

熱サイクル試験 10℃⇔66℃/180サイクル 111回

加速熱劣化※ 加速熱劣化1（40年相当）︓115℃×75⽇間
加速熱劣化2（20年相当）︓115℃×38⽇間 通常運転時周囲温度最⾼値（50℃）

放射線
（通常時＋事故

時）
5.0×104Gy

3.8×104Gy
（通常時︓1.8×104Gy）
（事故時︓2.0×104Gy）

温度 171℃（最⾼温度） 171℃（最⾼温度）
圧⼒ 0.427MPa（最⾼圧⼒） 0.427MPa（最⾼圧⼒）

核計装⽤電気ペネトレーションの⻑期健全性試験結果

項⽬ 結果
耐電圧試験 良

⻑期健全性試験の結果，60年間の通常運転期間，事故時において核計装⽤
電気ペネトレーションの絶縁性能を維持できることを確認した。

c. 評価結果

b. 試験条件，試験結果

※︓途中の40年相当の加速熱劣化時点での健全性確認のため2回に分けて加速熱劣化を実施

変更あり



20４．代表機器の技術評価-現状保全，総合評価

（3）現状保全
[難燃PNケーブル，核計装⽤電気ペネトレーション]

絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定及び機器の
動作試験を実施し，健全性を確認している。

なお，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，取替えを⾏うこと
としている。

（4）総合評価
[難燃PNケーブル]

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある難燃PNケーブルの絶縁体について
は，使⽤開始から37年間を経過する前に取替えを⾏うことで，運転開始から60
年間の通常運転および設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる
と判断する。

[核計装⽤電気ペネトレーション]
核計装⽤電気ペネトレーションの絶縁特性低下は，健全性評価結果および現

状保全より，運転開始から60年間の通常運転および事故時雰囲気において絶
縁性能を維持できると判断する。



21４．代表機器の技術評価-⾼経年化への対応

（5）⾼経年化への対応
[難燃PNケーブル]

設計基準事故時雰囲気において機能要求される難燃PNケーブルの絶縁体の
絶縁特性低下については，37年間を経過するまでに取替え，または実機同等
品を⽤いて，60年間の通常運転および設計基準事故時雰囲気による劣化を考
慮した事故時耐環境性能に関する再評価を実施する。

[核計装⽤電気ペネトレーション]
核計装⽤電気ペネトレーションのシール材および同軸ケーブル・電線の絶縁特性

低下に対しては，⾼経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項⽬
はない。引き続き，現状保全を継続していく。

変更あり



22５．代表機器以外の技術評価-電気・計装設備の絶縁特性低下の評価(1/2)

評価対象
設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 ⾼経年化への

対応

電動弁⽤
駆動部

残留熱除去系
炉⽔⼊⼝内側
隔離弁⽤駆動
部

固定⼦ｺｲﾙ，
⼝出線･接
続部品およ
びﾌﾞﾚｰｷ電
磁ｺｲﾙ

⻑期健全性試験の結果，熱･放
射線による劣化，機械的劣化お
よび事故時雰囲気による劣化に
対して，60年間の通常運転およ
び事故時雰囲気において絶縁性
能を維持できると評価できる｡

定期的に絶縁抵抗
測定，⽬視確認お
よび清掃を実施する
とともに動作試験を
⾏い，有意な絶縁
特性低下が認められ
た場合には，補修ま
たは取替えを⾏う｡

健全性評価結果お
よび現状保全より，
運転開始から60年
間の通常運転および
事故時雰囲気にお
いて絶縁性能を維持
できると判断する｡

現状の保全項⽬に
⾼経年化対策の観
点から追加すべき項
⽬はない｡引き続き，
現状保全を継続して
いく｡

（1）環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のある機器の評価
 ⻑期健全性試験の結果を⽤いて，健全性評価を実施する。
 評価対象部位の絶縁特性低下に対する現状の保全内容を確認する。
 健全性評価および現状保全を踏まえ，対象機器の絶縁特性低下に対して総

合評価を⾏う。
 ⾼経年化の観点で対応すべき項⽬を抽出する。

環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のある機器の評価例

変更あり



23５．代表機器以外の技術評価-電気・計装設備の絶縁特性低下の評価(2/2)

（2）環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のない機器の評価
 評価対象部位における絶縁特性低下の要因の推定および絶縁低下の確認可

否について評価する。
 評価対象部位の絶縁特性低下に対する現状の保全内容を確認する。
 健全性評価および現状保全を踏まえ，対象機器の絶縁特性低下に対して総

合評価を⾏う。
 ⾼経年化の観点で対応すべき項⽬を抽出する。

環境条件が著しく悪化する環境において機能要求のない機器の評価例

評価対象
設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 ⾼経年化への

対応

⾼圧閉鎖
配電盤

⾮常⽤M/C
⾼圧炉⼼ｽﾌﾟﾚ
ｲ系M/C
緊急⽤M/C
原⼦炉再循環
ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ遮
断器

絶縁操作ﾛｯ
ﾄﾞ，引外しｺ
ｲﾙおよび投
⼊ｺｲﾙ

保守実績より最も絶縁特性低下
に影響を及ぼす要因は環境的劣
化と考えられる｡
屋内空調環境に設置していること
から，塵埃付着の可能性は⼩さ
いが，⻑期間の使⽤を考慮すると
絶縁特性が低下する可能性は否
定できない｡
ただし，絶縁抵抗測定を⾏うこと
で，絶縁特性低下が確認できる｡

定期的に絶縁物の
変⾊有無や塵埃付
着の有無等の⽬視
確認および絶縁抵
抗測定を実施し，
点検で有意な絶縁
特性低下が認められ
た場合には，取替え
を⾏う｡

絶縁特性が低下す
る可能性は否定でき
ないが，絶縁抵抗
測定により検知可能
であるため，引き続
き現状保全を継続す
ることで60年間の健
全性は維持できると
判断する｡

現状の保全項⽬に
⾼経年化対策の観
点から追加すべき項
⽬はない｡引き続き，
現状保全を継続して
いく。

変更あり



24６．まとめ
(1) 審査ガイドおよび実施ガイドへの適合性(1/2)

審査ガイドに規定される要求事項 技術評価結果
（1）⾼経年化技術評価の審査
⑫健全性の評価

実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了⽇まで
の期間について、⾼経年化対策上着⽬すべき
経年劣化事象の発⽣⼜は進展に係る健全性
を評価していることを審査する。

「4.（1）②電気学会推奨案による健全性評
価(設計基準事故時)」健全性評価」，「4.
（1）③ACAガイドによる健全性評価（設計基
準事故時）」，「4.（2）②核計装⽤電気ペネ
トレーションの健全性評価（設計基準事故時，
重⼤事故等時）」および「5.代表機器以外の技
術評価」に⽰すとおり，各電気・計装設備に応じ
た健全性評価を実施した。

⑬現状保全の評価
健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が
評価されていることを審査する。

「4.（3）現状保全」および「5.代表機器以外の
技術評価」に⽰すとおり，健全性評価結果から，
現状の保全策が妥当であることを確認した。

⑭追加保全策の抽出
現状保全の評価結果から、現状保全に追加す
る必要のある新たな保全策が抽出されていること
を審査する。

「4.（5）⾼経年化への対応」および「5.代表機
器以外の技術評価」に⽰すとおり，施設管理に
関する⽅針（⻑期施設管理⽅針）に，⻑期健
全性評価結果から得られた評価期間を経過する
までに取替え，または実機同等品を⽤いて，60
年間の通常運転および設計基準事故時雰囲気
による劣化を考慮した事故時耐環境性能に関す
る再評価を実施することを記載した。

（2）⻑期施設管理⽅針の審査
①⻑期施設管理⽅針の策定

すべての追加保全策について⻑期施設管理⽅
針として策定されているかを審査する。

変更あり



25６．まとめ
（1）審査ガイドおよび実施ガイドへの適合性(2/2)

実施ガイドに規定される要求事項 技術評価結果
3.1 ⾼経年化技術評価の実施及び⾒直し
⑤抽出された⾼経年化対策上着⽬すべき経年劣化事象について、

以下に規定する期間の満了⽇までの期間について機器・構造物の
健全性評価を⾏うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加す
べき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。
イ 実⽤炉規則第82条第1項の規定に基づく⾼経年化技術評価

プラントの運転を開始した⽇から60年間

「4.（5）⾼経年化への対応」および「5.代表
機器以外の技術評価」に⽰すとおり，施設管
理に関する⽅針（⻑期施設管理⽅針）に，
⻑期健全性評価結果から得られた評価期間
を経過するまでに取替え，または実機同等品
を⽤いて，60年間の通常運転および設計基
準事故時雰囲気による劣化を考慮した事故
時耐環境性能に関する再評価を実施すること
を記載した。3.2 ⻑期施設管理⽅針の策定及び変更

⻑期施設管理⽅針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項
を満たすこと。
①⾼経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電

⽤原⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提として抽出されたもの及
び冷温停⽌状態が維持されることを前提として抽出されたものの全
て。）について、発電⽤原⼦炉ごとに、施設管理の項⽬及び当該
項⽬ごとの実施時期を規定した⻑期施設管理⽅針を策定すること。
なお、⾼経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、
発電⽤原⼦炉の運転を断続的に⾏うことを前提とした評価から抽
出されたものと冷温停⽌状態が維持されることを前提とした評価から
抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造
物の部位が重複するものについては、双⽅の追加保全策を踏まえた
保守的な⻑期施設管理⽅針を策定すること。

変更あり



26６．まとめ

（2）施設管理に関する⽅針として策定する事項

※1︓平成31年2⽉10⽇から10年間
※2︓難燃PNケーブル

No. 施設管理の項⽬ 実施時期※1

１
事故時雰囲気内で機能要求されるケーブル※2の絶縁特性低下
については、評価寿命までの取替または型式等が同⼀の実機同
等品を⽤いて60年間の通常運転および事故時雰囲気による劣
化を考慮した事故時耐環境性能に関する再評価を実施する。

中⻑期

変更あり




